
人権についての電話による相談窓口 (平日のみ )

●同和問題をはじめとするさまざまな人権問題
熊本県人権センター　　      ☎ 384-5822
午前９時～正午と午後１時～４時
●障がい者の人権および権利擁護
障がい者 110 番　☎ 354-4110　午後１時～５時
●法律問題、人権問題、人権侵害への救済について
みんなの人権 110 番　　     ☎ 0570-003-110
午前８時 30 分～午後５時 15 分

以下全て午前８時 30 分～午後５時 15 分
●女性の人権
女性の人権ホットライン　　☎ 0570-070-810
●子どもの人権
子どもの人権 110 番　　   ☎ 0120-007-110
●いじめについて
益城町いじめ電話相談　　☎ 286-1770
●さまざまな人権問題
益城町福祉課人権対策係　☎ 289-1400

Vol.519

　日常生活において、私たちは無意識のうちに
他人の尊厳を傷つける行為を行うことがありま
す。これを「無意識の差別」と呼びます。この無
意識の差別は、相手に対する偏見に基づく決め
つけから生じる言動で、日々の生活の中では見
過ごされがちです。しかし、無意識の差別を受
け続けることによる受け手の精神的ストレスは
計り知れません。
　例えば、「女性なのにすごいですね」という発
言は、「通常は男性がすることなのに、女性にそ
れができるとは」という無意識の偏見が含まれて
います。また、「男だから車の修理は得意でしょ
う」という発言も、「男性は、車に関するスキル
や知識を女性より多く持っている」という無意識

の偏見による発言だと言えます。さらに、「あな
たの日本語上手ですね、どこで習ったの」とい
う発言も、表面的には褒め言葉に聞こえますが、
その背後には、「あなたが日本語を話せることは
驚きだ」という相手の能力を低く見る無意識の偏
見が含まれていることがあります。
　言葉遣いを意識するあまり、何も言えなくな
る、と感じるかもしれません。しかし、差別を
する側が無意識の差別について何も考えないま
までいると、誰かがストレスを受け続けること
になるかもしれません。
　相手の人権を尊重する上で、自らの言動を見
直すことは、他者への理解を深め、より良いコ
ミュニケーションを行うための重要な第一歩と
なります。
　一人ひとりの人権感覚を磨く「きっかけ」とし
て、自分自身の身の回りにある無意識の差別に
ついて考えてみませんか？
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